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(57)【要約】
【課題】心臓の電気生理学的活動のシミュレーションを
行うこと。
【解決手段】心臓シミュレーション方法は、メモリ内に
、患者の心臓の壁組織の少なくとも一部の測定された電
気生理学的（ＥＰ）マップを記憶することを含む。記憶
されたＥＰマップに基づき、コンピュータでシミュレー
ションしたペーシングに応じてシミュレーションした電
気活動は、実際のペーシングに応じて患者の心臓の壁組
織にわたって生じる実際の電気活動をシミュレーション
しており、プロセッサにおいて計算される。プロセッサ
において計算されるシミュレーションした電気活動に基
づいて、不整脈が発生したと疑われる心臓の壁組織上の
１つ又は２つ以上の候補位置は、特定され、ユーザに示
される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　心臓シミュレーション方法であって、
　メモリ内に、患者の心臓の壁組織の少なくとも一部の測定された電気生理学的（ＥＰ）
マップを記憶することと、
　プロセッサにおいて、前記記憶されたＥＰマップに基づき、実際のペーシングに応じて
前記患者の前記心臓の前記壁組織にわたって生じる実際の電気活動をシミュレーションす
るものである、シミュレーションした電気活動をコンピュータでシミュレーションしたペ
ーシングに応じて計算することと、
　前記プロセッサにおいて計算される前記シミュレーションした電気活動に基づいて、不
整脈が発生したと疑われる前記心臓の前記壁組織上の１つ又は２つ以上の候補位置を、特
定し、ユーザに示すことと、を含む方法。
【請求項２】
　前記ＥＰマップを記憶することが、局所興奮時間（ＬＡＴ）マップ、電圧マップ、及び
調整したＬＡＴマップのうち１つ又は２つ以上を記憶することを含み、前記１つ又は２つ
以上の位置は、前記ＥＰマップ上の電気解剖学的位置を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記１つ又は２つ以上の候補位置を特定することが、前記シミュレーションした電気活
動を、前記患者の前記心臓で取得した、前記不整脈を呈する前記実際の電気活動と比較す
ることと、前記シミュレーションした電気活動と前記実際の電気活動との間に最良適合を
もたらす前記候補位置を見出すことと、を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記最良適合を見出すことが、前記シミュレーションした電気活動と前記実際の電気活
動との間に最良の一時的適合を見出すことを含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記１つ又は２つ以上の候補位置に、前記候補位置が前記不整脈の源である可能性を数
量化する対応のグレードを割り当てることを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記１つ又は２つ以上の候補位置に割り当てられた前記グレードをユーザに提示するこ
とを含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記グレードを提示することが、前記１つ又は２つ以上の候補位置に割り当てられた前
記グレードで前記ＥＰマップを更新することを含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記１つ又は２つ以上の候補位置を特定することが、ユーザインタフェースを介して、
前記１つ又は２つ以上の候補位置を示すユーザ入力を受信することを含む、請求項１に記
載の方法。
【請求項９】
　心臓ペーシングシミュレータであって、
　患者の心臓の壁組織の少なくとも一部の測定された電気生理学的（ＥＰ）マップを記憶
するように構成されたメモリと、
　プロセッサであって、
　　前記記憶されたＥＰマップに基づき、実際のペーシングに応じて前記患者の前記心臓
の前記壁組織にわたって生じる実際の電気活動をシミュレーションするものである、シミ
ュレーションした電気活動をコンピュータでシミュレーションしたペーシングに応じて計
算し、
　　前記プロセッサにおいて計算される前記シミュレーションした電気活動に基づいて、
不整脈が発生したと疑われる前記心臓の前記壁組織上の１つ又は２つ以上の候補位置を特
定し、ユーザに示すように構成されたプロセッサと、を備えるシミュレータ。
【請求項１０】
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　前記記憶されたＥＰマップが、局所興奮時間（ＬＡＴ）マップ、電圧マップ、及び調整
したＬＡＴマップのうち１つ又は２つ以上を含み、前記１つ又は２つ以上の位置は、前記
ＥＰマップ上の電気解剖学的位置を含む、請求項９に記載のシミュレータ。
【請求項１１】
　前記プロセッサが、前記シミュレーションした電気活動を、前記患者の前記心臓で取得
した、前記不整脈を呈する前記実際の電気活動と比較し、前記シミュレーションした電気
活動と前記実際の電気活動との間に最良適合をもたらす前記候補位置を見出すことによっ
て、前記１つ又は２つ以上の候補位置を特定するように構成されている、請求項９に記載
のシミュレータ。
【請求項１２】
　前記プロセッサが、シミュレーションした電気活動と前記実際の電気活動との間に最良
の一時的適合を見出すことによって前記最良適合を見出すように構成されている、請求項
１１に記載のシミュレータ。
【請求項１３】
　前記プロセッサは、前記１つ又は２つ以上の候補位置に、前記候補位置が前記不整脈の
源である可能性を数量化する対応のグレードを割り当てるように構成されている、請求項
９に記載のシミュレータ。
【請求項１４】
　前記プロセッサが、前記１つ又は２つ以上の候補位置に割り当てられた前記グレードを
ユーザに提示するように更に構成されている、請求項１３に記載のシミュレータ。
【請求項１５】
　前記プロセッサが、前記１つ又は２つ以上の候補位置に割り当てられた前記グレードで
前記ＥＰマップを更新することによって前記グレードを提示するように構成されている、
請求項１４に記載のシミュレータ。
【請求項１６】
　前記１つ又は２つ以上の候補位置を示すユーザ入力を受信するように構成されたユーザ
インタフェースを更に含む、請求項９に記載のシミュレータ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して、臨床シミュレーションに関し、特に、心臓の電気生理学的活動のシ
ミュレーションに関する。
【背景技術】
【０００２】
　心臓手術は、多くの場合、心臓組織内の心不整脈の潜在源を分離する技術を使用する。
例えば、米国特許第５，７２２，４１６号は、体内組織における生体電位形態を解析する
ためのシステム及び方法について記載する。システム及び方法は、体内組織における知ら
れている原因の生体電位イベントのテンプレートを使用する。テンプレートは、経時的な
生体電位の変化のプロットを含む。システム及び方法は、このテンプレートを、体内組織
において外部から引き起こされる生体電位イベントのサンプルと比較する。サンプルは、
経時的な生体電位の変化のプロットを含む。システム及び方法は、比較に基づいて出力を
生成する。システム及び方法を使用して、周知の診断の心イベントのイベント固有テンプ
レートを、ペーシングされた心イベントのサンプルと比較することができる。比較により
、入力サンプルが入力テンプレートにどのくらい似ているかを示す整合係数（matching f
actor）を得る。システム及び方法は、整合係数を所定値と比較して、潜在的にアブレー
ションに適切である部位の位置を決定する。サンプルとテンプレートとの間のかなりの類
似性を示す整合係数は、ペーシング部位が、不整脈を治療するのに潜在的にアブレーショ
ンに適切な領域の近くにあることを示唆する。
【０００３】
　別の例として、米国特許第５，０４１，９７３号は、心臓の表面を横切って移動しなが
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ら心拍の電気信号伝播をシミュレートするためのマイクロプロセッサを備える心臓マッピ
ングシステムシミュレータについて記載する。電気生理学的波形によく似ている一連のイ
ンパルスが生成され、心臓の活動を表現する二次元マップを形成する。一連のパルスは、
所定のパターンに従って生成され、患者に使用する前に心臓マッピングシステム又は電気
生理学研究室機器の稼動状態を評価するために、心臓マッピングシステム又は電気生理学
研究室機器の入力に用いられる。
【０００４】
　米国特許出願公開第２０１５／０３７１４３７号は、インターベンション計画のために
様々なペーシング条件下で心臓の変化を可視化するためのシステム及び方法を記載し、手
引きが開示される。患者別解剖学的心臓モデルは、患者の医用画像データに基づいて生成
される。心機能の患者別計算モデルは、患者別解剖学的心臓モデルに基づいて生成される
。仮想インターベンションを、心機能の患者別計算モデルを使用して患者別解剖学的心臓
モデル上の複数位置毎に実行して、複数位置毎に実行された仮想インターベンションから
生じる１つ又は２つ以上の心臓パラメータを計算する。患者別解剖学的心臓モデル上の複
数位置毎に、１つ又は２つ以上の結果のマップが生成され、患者別解剖学的心臓モデル上
のその位置で実行された仮想インターベンションから生じる１つ又は２つ以上の心臓パラ
メータの最適値を可視化する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の実施形態は、メモリ内に測定された患者の心臓の壁組織の少なくとも一部の電
気生理学的（ＥＰ）マップを記憶することを含む医療方法を提供する。記憶されたＥＰマ
ップに基づき、コンピュータでシミュレーションしたペーシングに応じてシミュレーショ
ンした電気活動は、実際のペーシングに応じて患者の心臓の壁組織にわたって生じる実際
の電気活動をシミュレーションしており、プロセッサにおいて計算される。プロセッサに
おいて計算されるシミュレーションした電気活動に基づいて、不整脈が発生したと疑われ
る心臓の壁組織上の１つ又は２つ以上の候補位置は、特定され、ユーザに示される。
【０００６】
　いくつかの実施形態において、方法は、局所興奮時間（ＬＡＴ）マップ、電圧マップ、
及び調整したＬＡＴマップのうち１つ又は２つ以上を記憶することを含み、１つ又は２つ
以上の位置は、ＥＰマップ上の電気解剖学的位置を含む。
【０００７】
　いくつかの実施形態において、方法は、シミュレーションした電気活動を、患者の心臓
で取得した、不整脈を呈する実際の電気活動と比較し、シミュレーションした電気活動と
実際の電気活動との間に最良適合をもたらす候補位置を見出すことによって、１つ又は２
つ以上の候補位置を特定することを含む。
【０００８】
　ある実施形態において、方法は、シミュレーションした電気活動と実際の電気活動との
間に最良の一時的適合を見出すことを含む。
【０００９】
　別の実施形態において、方法は、１つ又は２つ以上の候補位置に、候補位置が不整脈の
源である可能性を数量化する対応のグレードを割り当てることを更に含む。
【００１０】
　いくつかの実施形態において、方法は、１つ又は２つ以上の候補位置に割り当てられた
グレードをユーザに提示することを更に含む。
【００１１】
　いくつかの実施形態において、方法は、１つ又は２つ以上の候補位置に割り当てられた
グレードでＥＰマップを更新することを含む。
【００１２】
　ある実施形態において、方法は、ユーザインタフェースを介して、１つ又は２つ以上の
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候補位置を示すユーザ入力を受信することを含む。
【００１３】
　本発明の実施形態によれば、メモリ及びプロセッサを有する心臓ペーシングシミュレー
タが更に提供される。メモリは、測定された患者の心臓の壁組織の少なくとも一部の電気
生理学的（ＥＰ）マップを記憶するように構成されている。プロセッサは、記憶されたＥ
Ｐマップに基づき、コンピュータでシミュレーションしたペーシングに応じてシミュレー
ションした電気活動を計算するように構成されており、シミュレーションした電気活動は
、実際のペーシングに応じて患者の心臓の壁組織にわたって生じる実際の電気活動をシミ
ュレーションする。プロセッサは、プロセッサにおいて計算されるシミュレーションした
電気活動に基づいて、不整脈が発生したと疑われる心臓の壁組織上の１つ又は２つ以上の
候補位置を、特定し、ユーザに示すように更に構成されている。
【００１４】
　本発明は、以下の「発明を実施するための形態」を図面と併せて考慮すると、より完全
に理解されよう。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施形態に従う、心臓の３Ｄナビゲーション及び電気生理学的信号解析
システムの概略的な絵画図である。
【図２】本発明の実施形態に従う、心臓の局所興奮時間（ＬＡＴ）マップの概略的な絵画
図である。
【図３】本発明の実施形態に従って、シミュレーションにより不整脈が開始し得る位置を
ＬＡＴマップ上で特定するための方法を概略的に例示しているフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　概略
　本明細書に記載されている本発明の実施形態は、不整脈が生じ得る心表面上の位置を特
定し、推定し、格付けするための心臓シミュレータ及びシミュレーション方法を提供する
。
【００１７】
　心不整脈は、正常な心拍及び／又はリズムからの変化として定義され、いくつかのカテ
ゴリに属し得る。１つのカテゴリは、（異常な巣状興奮の心臓組織における位置からの）
増大した又は異常なインパルス生成を特徴とする。別のカテゴリは、心臓の表面にわたっ
て種々の起こり得る位置における電気伝導の障害を特徴とする。
【００１８】
　不整脈が生じる位置を見出すための１つの可能な方法は、予め記録された患者の不整脈
と一致する実際の不整脈を生成する試みで、患者の心表面上で選択された位置を電気信号
で刺激することである。一致の質は、システムで測定される形態、順序、及び関連した時
間間隔などの要素を考慮し得る。根本的な前提は、そのような位置を治療することが、例
えば、アブレーションを適用することによって、問題になっている不整脈を低減又は排除
しやすいことである。上述した侵襲的診断手技は、「ペーシング」と呼ばれ、一方、比較
のプロセスは、「ペースマッピング」と呼ばれる。ペーシングは、典型的には心臓内の多
数の位置にわたり手動で繰り返される必要があるので、典型的には非常に長いプロセスで
ある。
【００１９】
　本発明のいくつかの実施形態では、上述のペーシング手技は、本明細書で「仮想ペーシ
ング」とも呼ばれるコンピュータ化されたシミュレーションで置換される。いくつかの実
施形態において、心臓シミュレータは、患者の心臓の表面の少なくとも一部の事前取得し
た電気生理学的マップを記憶するプロセッサを備える。そのような電気生理学的マップの
一例は、本明細書において局所興奮時間（ＬＡＴ）マップと呼ばれる。ＬＡＴマップは、
以下に更に説明されるように、心筋及び心臓を含む結合組織の中を流れる、開始した電気



(6) JP 2019-155093 A 2019.9.19

10

20

30

40

50

信号（電位）の時間依存性の伝播を明らかにする。
【００２０】
　ＬＡＴマップの変形はまた、本発明のいくつかの実施形態で使用中であり、以下で「調
整したＬＡＴマップ」と名付けられる。調整したＬＡＴマップは、本特許出願の譲受人に
譲渡され、その開示が全て参照により本明細書に組み込まれる米国特許第９，０５０，０
１１号及び米国特許出願公開第２０１７／０２８１０３１号に記載されるように、コヒー
レンスを増加させるように最適化されたＬＡＴマップである。そのような電気生理学的マ
ップの別の例は、本明細書において、電圧マップと呼ばれ、電圧マップ中で各電気解剖学
的位置の電圧を記録し、色分けされたマップに変換して病気の組織、健康な組織及び傷跡
の領域を特定する。ある実施形態において、シミュレーションしたペーシングの計算は、
任意の他のタイプのマップを使用しないでＬＡＴマップのみを使用して実行される。いく
つかの実施形態では、仮想ペーシングの候補の源配置は、また電圧マップを使用して定義
され得る。例えば、良好な候補は、傷跡又は峡部領域の境界領域である。
【００２１】
　本発明の別の実施形態では、１つ又は複数のＬＡＴマップを使用することができる。例
えば、洞リズム中に形成される１つのＬＡＴマップ及び一部の不整脈中又はペーシング中
に形成された別のＬＡＴマップである。
【００２２】
　不整脈が生じ得る位置を特定するために、プロセッサは、電圧マップ及び調整したＬＡ
Ｔマップからの追加入力を使用して、ＬＡＴマップ上の１つ又は２つ以上の候補位置から
電気活動の伝播をシミュレーションする。プロセッサは、以下に「シミュレーションした
ペーシング」と名付けられたプロセスでそのような活動をシミュレーションする。プロセ
ッサは、ＬＡＴ及び／又は調整したＬＡＴマップ上の様々な位置で、１つ又は２つ以上の
仮想的にペーシングされた電位から生じる電気活動の伝播を計算する。
【００２３】
　プロセッサは、典型的には、初期仮想ペースの選択位置、及びこの位置と電波伝播を考
慮した解剖学的メッシュの各点との間の近似された時間差に基づいて新規ＬＡＴマップを
形成する。
　■開始時間（ｔ＝０）は、シミュレーションしたペーシングの選択位置における興奮時
間として定義される。
　■解剖学的メッシュの全ての点へ伝播された電波の到達時間の計算では、実際のＬＡＴ
マップ（又は複数マップ）の差に基づき、及び／又は調整したＬＡＴマップアプリケーシ
ョンを使用してＬＡＴマップに追加された改良に基づいて計算した。
【００２４】
　プロセッサは、次いでシミュレーションから生じるシミュレーションした電気活動を、
臨床上記録された不整脈の実際の時間間隔と比較する（すなわち、心室を通る電子伝導性
消滅時間）。
【００２５】
　ある実施形態において、プロセッサは、仮想的にペーシングされた位置に、測定した時
間間隔の比較に基づいて候補位置が不整脈の源である可能性を数量化するグレードを更に
割り当てる。医師は、グレードを利用してその後の診断工程及び治療工程を最適化するこ
とができる。
【００２６】
　開示した技術による、シミュレーションしたペーシングの実行は、医師を、不整脈が開
始し得る予想される位置へ誘導する。したがって、シミュレーションは、医師が侵襲的手
技の間に実行する必要があるペーシング工程数を減らすことができる。更に、開示した技
術は、時間制限及び実際の侵襲的ペーシング手技に関連した他の制約がない（到達が困難
な、またカテーテルを安定化することも困難である心臓の位置又は領域へのカテーテルの
操縦を必要とし得るペーシング位置間のカテーテルの移動など）。したがって、開示した
システム及び方法は、医師がその後の侵襲的な心臓治療を成功する確率を増大させ得る。
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更に、シミュレーションは、心臓組織における多数の位置を不整脈の候補発生源と見なさ
れることから除外し、医師を不整脈の他の原因に誘導してもよく、おそらくは手技の時間
を短縮し、ワークフローを簡略化する。
【００２７】
　シミュレーションしたペーシングの開示した技術は、所望の位置にカテーテルを移動さ
せて、カテーテルによりペーシングする代わりに、コンピュータ画面上で「仮想ペーシン
グ」の手技工程の中に組み込むことによって、侵襲的診断手技の時間を短くし、手の疲労
及びカテーテルの困難な操縦を減少させる潜在的利点を有する。更に、開示した技術は、
患者の心臓にかかるペースの負担を低減し、長期の心臓リモデリングの潜在的リスク、並
びに患者の生命を危険にさらす恐れがある患者の血行力学的に不安定な不整脈を引き起こ
すリスクを回避する可能性を有する。
【００２８】
　システムの説明
　図１は、本発明の実施形態に従う、心臓の３Ｄナビゲーション及び電気生理学的信号解
析システム２０の概略的な絵画図である。システム２０は、実質的に任意の生理学的パラ
メータ又はそのようなパラメータの組み合わせを解析するように構成され得る。本明細書
の記述において、例として、解析した信号は、心臓内（ＩＣ）及び／又は心臓外（体表－
ＢＳ）心電図（ＥＣＧ）の電位－時間関係であると想定される。かかる関係を完全に特性
化するために、様々な位置において、時間内に相互に信号を参照する（例えばＬＡＴマッ
プを生成する間に行われるなどの）必要がある。時間参照は、基準時間（例えば、インス
タンス）、例えば、ＥＣＧ基準信号の各ＱＲＳ群の最初など（すなわち、心拍毎の最初）
と比較して測定することによって実現される。ＬＡＴマップを生成するための方法は、前
述の米国特許第９，０５０，０１１号に記載されている。
【００２９】
　簡潔性及び明瞭性のために、以下の説明は、特に記述のない限り、システム２０がプロ
ーブ２４を使用して心臓３４の実際の電気活動を測定する調査手順を想定する。プローブ
の遠位端３２は、電極２２を有すると想定される。測定した信号は、他の用途間で共有し
て患者２６の心臓３４の壁組織の少なくとも一部のＬＡＴマップを作成するために使用さ
れる。
【００３０】
　典型的には、プローブ２４は、システム２０を使用する医師２８によって実施されるマ
ッピング手技の間に患者２６の身体の中に挿入されるカテーテルを備える。手技中、患者
２６は、接地電極２３に取り付けられると想定される。加えて、電極２９が、心臓３４の
領域にて患者２６の皮膚に取り付けられると想定される。
【００３１】
　システム２０は、システムプロセッサ４０によって制御されてもよく、システムプロセ
ッサ４０は、メモリ４４と通信する処理ユニット４２を含む。いくつかの実施形態におい
て、システムプロセッサ４０に含まれているメモリ４４は、患者２６の心臓３４の壁組織
の少なくとも一部のＬＡＴ及び／又は電圧マップ６２を記憶する。追加的又は代替的に、
メモリ４４は、他の患者のマップを記憶し得る。更に、メモリを備える任意の他のプロセ
ッサ（すなわち、必ずしもシステム２０の一部ではない）は、１つ又は２つ以上のマップ
を記憶し得る。プロセッサ４０は通常、制御卓４６内に載置されており、制御卓４６は、
通常はマウス又はトラックボールなどのポインティングデバイス３９を有する操作制御部
３８を備え、専門家２８はこの操作制御部３８を使用してプロセッサと相互作用する。
【００３２】
　プロセッサ４０（具体的には処理ユニット４２）は、プローブ追跡モジュール３０と、
ＥＣＧモジュール３６と、ＬＡＴ解析モジュール３５を含む不整脈シミュレーションモジ
ュールとを含むソフトウェアを実行して、システム２０を操作し、かつ／又はＬＡＴ解析
モジュール３５については（メモリ４４内に記憶されたＬＡＴ又は調整したＬＡＴマップ
６２を使用して）心臓ペーシングのシミュレーションを実行し、結果として不整脈のモデ
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ルを作る。シミュレーションした心臓ペーシングは、シミュレーションしたペーシング用
の所望の位置で医師２０若しくは副術者が画面上においてクリックすることによって、又
は任意の他の方法で実現され得る。シミュレーションしたペーシング用に提示された領域
はまた、プロセッサ４０によって表示され得る。
【００３３】
　プロセッサ４０によって実行される操作の結果は、ディスプレイ４８上で医師２８に提
示され、このディスプレイ４８は、典型的には、医師に対するグラフィックユーザインタ
フェース、電極２２によって感知されるＥＣＧ信号の視覚的表現、及び／又は調査されて
いる間の心臓３４の画像若しくはマップを提示する。ある実施形態において、ＬＡＴ解析
モジュール３５は、医師に対して、シミュレーションした不整脈が生じたマップ上の１つ
又は２つ以上の位置により更新されたＬＡＴマップを提示する。ソフトウェアは、例えば
、ネットワークを介して、電子的形態でプロセッサ４０にダウンロードされてもよく、又
はこれに代えて若しくはこれに加えて、磁気メモリ、光メモリ、若しくは電子メモリなど
の、非一時的な有形媒体上に提供され、及び／又は記憶されてもよい。
【００３４】
　ＥＣＧモジュール３６は、電極２２及び電極２９からの実際の電気信号を受信するよう
連結されている。モジュールは、実際の信号を解析するように構成され、ディスプレイ４
８上に、標準的なＥＣＧ形式で、典型的には、時間と共に変動するグラフ式表現で、解析
の結果を提示することができる。
【００３５】
　プローブ追跡モジュール３０は、患者２６の心臓内で、プローブ２４の遠位端３２の位
置を追跡する。追跡モジュールは、当該技術分野において既知であるいかなるプローブ位
置追跡方法を使用してもよい。例えば、モジュール３０は、磁場に基づく位置追跡サブシ
ステムを操作し得る（簡潔性のために、このようなサブシステムのコンポーネントは図１
には示していない）。
【００３６】
　代替的に又は追加的に、追跡モジュール３０は、電極２３、電極２９、及び電極２２の
間のインピーダンス、並びに、プローブ上に配置する場合がある他の電極に対するインピ
ーダンスを測定することによって、プローブ２４を追跡してもよい（この場合には、電極
２２及び／又は電極２９は、ＥＣＧ信号及び位置追跡信号の双方を提供してもよい）。Ｂ
ｉｏｓｅｎｓｅ　Ｗｅｂｓｔｅｒ（Ｉｒｖｉｎｅ，Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ）により製造さ
れるＣａｒｔｏ３（登録商標）システムは、磁場位置追跡及びインピーダンス測定の両方
を位置追跡に使用する。
【００３７】
　追跡モジュール３０を使用してプロセッサ４０は、遠位端３２の位置を測定することが
できる。加えて、追跡モジュール３０及びＥＣＧモジュール３６の両方を使用することに
よって、プロセッサは、遠位端の位置だけでなく、これらの特定の位置において検出され
る実際の電気信号のＬＡＴも測定することができる。明確にするため、本開示及び「特許
請求の範囲」において、関連するＬＡＴ測定値を有しない遠位端の測定された位置は、本
明細書において非ＬＡＴ位置と呼ばれ、心臓３４の内壁組織の三次元の（３Ｄ）ＬＡＴマ
ップの解剖学的コンポーネントを生成するためだけに使用される。対応のＬＡＴ測定値を
有する遠位端の測定された位置は、ＬＡＴ位置と呼ばれ、その後に不整脈をシミュレート
する試みのために使用される。
【００３８】
　不整脈をモデリングするための心臓ペーシングのシミュレーション
　図２は、本発明の実施形態による、心臓３４のＬＡＴマップ６２の概略的な絵画図であ
る。簡潔性のために、内壁の組織の完全なマップの部分のみが、図２に示される。ＬＡＴ
マップ６２は、多重の非ＬＡＴ位置点６４を備えるメッシュとして策定され、その場所は
、マップ６２の解剖学的コンポーネントを生成するように追跡モジュール３０によって評
価されてきた。ある実施形態において、プロセッサ４０は、接続された平面的な三角形７
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０のメッシュを形成するように、直線的な点間線６６によって点６４を接続する。接続さ
れた三角形７０は、心臓内壁組織表面を近似する表面を形成する。解剖学的再構成の他の
方法を適用してもよく（例えばＣＡＲＴＯ（登録商標）ＳＥＧ　ＣＴ／ＭＲＩインポート
など）、再構成の他の表現形式を使用してもよい（そのような高速解剖学的マッピングか
ら生成されるメッシュ）。
【００３９】
　マップ６２は、ＬＡＴ位置６８も示し、それぞれのＬＡＴ位置は、関連付けられたＬＡ
Ｔ値（単に「ＬＡＴ」と呼ばれる）を有する。典型的には、ＬＡＴ位置及びそれらの関連
付けられたＬＡＴは、マップ６２の解剖学的コンポーネントを生成するためにプロセッサ
４０によって使用された時間からの異なる時間期間に対して評価される。非ＬＡＴ位置に
関しては、他にも理由があるが心臓壁運動を補正するために、ＬＡＴ位置を基準時間に調
整する。理論的には、ＬＡＴ位置及び非ＬＡＴ位置の両方の種類の位置が心臓組織壁の上
にあるべきなので、ＬＡＴ位置６８は、三角形７０の表面と位置合わせされるべきである
。
【００４０】
　心臓の電気活動は、洞房結節において心拍毎の最初に開始し、心筋を通して伝播する電
位の波として考えることができる。心臓腔壁上の任意の点において、その点におけるＬＡ
Ｔは、その点を過ぎて伝播する電位によって生じる。
【００４１】
　ＬＡＴマップ６２において、１つ又は２つ以上のＬＡＴ位置６８Ａは、実際の信号ペー
シング位置、すなわち、マップを作成するプロセスにおいて実際の電気信号がカテーテル
電極２２によって心臓壁組織の中に注入された位置を指定する。ＬＡＴ位置６８Ｂは、測
定された位置を指定し、対応のＬＡＴ値を測定するために、そこで結果として（注入され
た実際の信号に反応して）生じる電気活動を感知した。
【００４２】
　ある実施形態において、ＬＡＴ解析モジュール３５は、シミュレーションした電気活動
伝播を、この電気活動伝播のシミュレーションにより仮想的にペーシングされた位置６８
Ａを特定するために適用する。この位置６８Ａは、異なる位置６８Ｂで結果として生じる
（すなわち、シミュレーションによって）シミュレーションしたＬＡＴパターンと記録さ
れた臨床的不整脈との間に最良の一時的適合を提供する。例えば、最良適合を、仮想ＬＡ
Ｔマップ及び仮想時間間隔をもたらす仮想ペーシングと、記録された不整脈の時間間隔特
性との間で得ることができる。
【００４３】
　いくつかの実施形態において、ＬＡＴ解析モジュール３５は、シミュレーションした刺
激の間に、不整脈の潜在源として推定される１つ又は２つ以上の位置でＬＡＴマップ６２
を更新する。ＬＡＴ解析モジュール３５は、ＬＡＴ位置に、これらの候補位置が不整脈の
源である可能性を数量化するグレードを更に割り当てる。ＬＡＴ解析モジュール３５は、
１つ又は２つ以上の位置によるグレードで、ＬＡＴマップ６２を数値的かつ／又はグラフ
ィカルに更新する。最も高いグレードを受けるシミュレーションしたペーシング位置６８
Ａは、カテーテル法の間に医師による試行に対する優先位置としての役割を果たして、記
録された不整脈に対応する取得信号を生成し得る。続いて、医師は、例えば、そのような
ものを分離するために臨床上特定された位置の近くで組織をアブレーションしてもよい。
【００４４】
　図３は、本発明の実施形態に従って、不整脈が開始し得る位置を、ＬＡＴマップ６２上
で特定するための方法を概略的に例示しているフローチャートである。位置は、仮想ペー
シングによって生成されるシミュレーションした興奮を生成することによって特定され、
予め収集された電気解剖学的信号に基づいて結果を生じる。
【００４５】
　手技は、測定されたＬＡＴマップ６２に基づいて、ＬＡＴマップ又は調整したＬＡＴマ
ップの構築から始めてもよく、そこでは初期工程７０において、解析モジュール３５が全
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てのＬＡＴデータを計算し、そのデータをメモリ４４内に記憶されたマップ６２に配置す
る。次に工程７２において、仮想源６８Ａ（すなわち、シミュレーションしたペーシング
の初期点）は、プロセッサ又はユーザによって選択される。ＬＡＴ解析モジュール３５は
、実際の伝播データを考慮し、工程７４で仮想源から伝播を計算する。
【００４６】
　方法は、ここで解析する工程７６に進み、この工程でＬＡＴ解析モジュール３５は、候
補位置が不整脈の源である可能性を数量化するグレードを特定のペーシング位置６８Ａに
割り当てる。ある実施形態において、ＬＡＴ解析モジュール３５は、マップを更新する工
程７８でグレード又はグラフィカルなものなどの指標を、ＬＡＴマップ６２に追加する。
【００４７】
　手技は、方法が初期点を選択する工程７２に戻るときに、別の仮想的にペーシングされ
た位置６８Ａを選択するＬＡＴ解析モジュール３５によって繰り返されてもよい。
【００４８】
　図３に示されている例となるフローチャートは、概念を明確化する目的のみで選択され
ている。代替の実施形態では、代替の電気生理学的マップ及び／又はシミュレーション工
程を使用する並びに異なる順序で上記を実行するなどの様々な工程を実行して不整脈の位
置を評価してもよい。
【００４９】
　本明細書に記載される実施形態は主に虚血性心室性頻拍の治療に対処するが、本明細書
に記載される方法とシステムはまた、任意の巣状不整脈又はリエントリー性不整脈などの
他の用途に用いられ得る。
【００５０】
　したがって、上記に述べた実施形態は、例として引用したものであり、また本発明は、
上記に具体的に示し説明したものに限定されないことが理解されよう。むしろ本発明の範
囲は、上述の様々な特徴の組み合わせ及びその一部の組み合わせの両方、並びに上述の説
明を読むことで当業者により想到されるであろう、また従来技術において開示されていな
いそれらの変形及び修正を含むものである。参照により本特許出願に援用される文献は、
これらの援用文献において、いずれかの用語が本明細書において明示的又は暗示的になさ
れた定義と矛盾して定義されている場合には、本明細書における定義のみを考慮するもの
とする点を除き、本出願の一部と見なすものとする。
【００５１】
〔実施の態様〕
（１）　心臓シミュレーション方法であって、
　メモリ内に、患者の心臓の壁組織の少なくとも一部の測定された電気生理学的（ＥＰ）
マップを記憶することと、
　プロセッサにおいて、前記記憶されたＥＰマップに基づき、実際のペーシングに応じて
前記患者の前記心臓の前記壁組織にわたって生じる実際の電気活動をシミュレーションす
るものである、シミュレーションした電気活動をコンピュータでシミュレーションしたペ
ーシングに応じて計算することと、
　前記プロセッサにおいて計算される前記シミュレーションした電気活動に基づいて、不
整脈が発生したと疑われる前記心臓の前記壁組織上の１つ又は２つ以上の候補位置を、特
定し、ユーザに示すことと、を含む方法。
（２）　前記ＥＰマップを記憶することが、局所興奮時間（ＬＡＴ）マップ、電圧マップ
、及び調整したＬＡＴマップのうち１つ又は２つ以上を記憶することを含み、前記１つ又
は２つ以上の位置は、前記ＥＰマップ上の電気解剖学的位置を含む、実施態様１に記載の
方法。
（３）　前記１つ又は２つ以上の候補位置を特定することが、前記シミュレーションした
電気活動を、前記患者の前記心臓で取得した、前記不整脈を呈する前記実際の電気活動と
比較することと、前記シミュレーションした電気活動と前記実際の電気活動との間に最良
適合をもたらす前記候補位置を見出すことと、を含む、実施態様１に記載の方法。
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（４）　前記最良適合を見出すことが、前記シミュレーションした電気活動と前記実際の
電気活動との間に最良の一時的適合を見出すことを含む、実施態様３に記載の方法。
（５）　前記１つ又は２つ以上の候補位置に、前記候補位置が前記不整脈の源である可能
性を数量化する対応のグレードを割り当てることを含む、実施態様１に記載の方法。
【００５２】
（６）　前記１つ又は２つ以上の候補位置に割り当てられた前記グレードをユーザに提示
することを含む、実施態様５に記載の方法。
（７）　前記グレードを提示することが、前記１つ又は２つ以上の候補位置に割り当てら
れた前記グレードで前記ＥＰマップを更新することを含む、実施態様６に記載の方法。
（８）　前記１つ又は２つ以上の候補位置を特定することが、ユーザインタフェースを介
して、前記１つ又は２つ以上の候補位置を示すユーザ入力を受信することを含む、実施態
様１に記載の方法。
（９）　心臓ペーシングシミュレータであって、
　患者の心臓の壁組織の少なくとも一部の測定された電気生理学的（ＥＰ）マップを記憶
するように構成されたメモリと、
　プロセッサであって、
　　前記記憶されたＥＰマップに基づき、実際のペーシングに応じて前記患者の前記心臓
の前記壁組織にわたって生じる実際の電気活動をシミュレーションするものである、シミ
ュレーションした電気活動をコンピュータでシミュレーションしたペーシングに応じて計
算し、
　　前記プロセッサにおいて計算される前記シミュレーションした電気活動に基づいて、
不整脈が発生したと疑われる前記心臓の前記壁組織上の１つ又は２つ以上の候補位置を特
定し、ユーザに示すように構成されたプロセッサと、を備えるシミュレータ。
（１０）　前記記憶されたＥＰマップが、局所興奮時間（ＬＡＴ）マップ、電圧マップ、
及び調整したＬＡＴマップのうち１つ又は２つ以上を含み、前記１つ又は２つ以上の位置
は、前記ＥＰマップ上の電気解剖学的位置を含む、実施態様９に記載のシミュレータ。
【００５３】
（１１）　前記プロセッサが、前記シミュレーションした電気活動を、前記患者の前記心
臓で取得した、前記不整脈を呈する前記実際の電気活動と比較し、前記シミュレーション
した電気活動と前記実際の電気活動との間に最良適合をもたらす前記候補位置を見出すこ
とによって、前記１つ又は２つ以上の候補位置を特定するように構成されている、実施態
様９に記載のシミュレータ。
（１２）　前記プロセッサが、シミュレーションした電気活動と前記実際の電気活動との
間に最良の一時的適合を見出すことによって前記最良適合を見出すように構成されている
、実施態様１１に記載のシミュレータ。
（１３）　前記プロセッサは、前記１つ又は２つ以上の候補位置に、前記候補位置が前記
不整脈の源である可能性を数量化する対応のグレードを割り当てるように構成されている
、実施態様９に記載のシミュレータ。
（１４）　前記プロセッサが、前記１つ又は２つ以上の候補位置に割り当てられた前記グ
レードをユーザに提示するように更に構成されている、実施態様１３に記載のシミュレー
タ。
（１５）　前記プロセッサが、前記１つ又は２つ以上の候補位置に割り当てられた前記グ
レードで前記ＥＰマップを更新することによって前記グレードを提示するように構成され
ている、実施態様１４に記載のシミュレータ。
【００５４】
（１６）　前記１つ又は２つ以上の候補位置を示すユーザ入力を受信するように構成され
たユーザインタフェースを更に含む、実施態様９に記載のシミュレータ。
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